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先
の
衆
院
選

で
、
自
民
党
は
３

１
６
議
席
を
獲
得

し
、
国
民
の
圧
倒

的
な
支
持
を
得

た
。
比
例
代
表
の

候
補
者
が
不
足
し

な
け
れ
ば
３
３
０
議
席
獲
得
だ

っ
た
。
私
は
〝
オ
ー
ル
ド
メ
デ

ィ
ア
〟
と
も
称
さ
れ
る
従
来
型

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
普
段
あ
ま
り

目
に
し
な
い
が
、
中
道
改
革
連

合
が
善
戦
し
て
い
る
よ
う
な
報

道
が
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
人

が
支
持
し
て
い
る
も
の
に
よ
り

多
く
の
支
持
が
集
ま
る
「
バ
ン

ド
ワ
ゴ
ン
効
果
」
を
狙
っ
た
の

か
、
本
当
に
状
況
を
把
握
で
き

な
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
両
方

な
の
か
。
言
及
す
る
こ
と
は
割

愛
す
る
▼
高
市
首
相
は
、
国
民

に
増
税
を
課
し
て
き
た
こ
れ
ま

で
の
政
権
か
ら
大
幅
に
転
換
し

た
。
就
任
か
ら
２
カ
月
経
た
な

い
う
ち
に
、
ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫

定
税
率
廃
止
、
所
得
税
の
非
課

税
ラ
イ
ン
の
引
き
上
げ
、
自
動

車
重
量
税
の
軽
減
措
置
―
等
を

決
定
し
た
。
選
挙
前
、
議
席
は

過
半
数
に
届
か
ず
、
野
党
に
衆

議
院
予
算
委
員
長
も
握
ら
れ
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
「
次
年

度
の
予
算
が
通
る
前
に
解
散
総

選
挙
」
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
昨
年
末
、
片
山
財
務
大
臣
は

内
閣
官
房
の
Ｈ
Ｐ
で
租
税
特
別

措
置
・
補
助
金
の
適
正
化
に
向

け
た
意
見
公
募
を
開
始
す
る
と

明
ら
か
に
し
た
。
強
い
意
志
を

も
っ
て
、
国
民
の
た
め
に
な
る

予
算
を
組
む
た
め
に
急
い
だ
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
コ
ロ

ナ
禍
が
終
わ
っ
て
も
７
割
が
赤

字
の
病
院
に
対
し
て
、
大
き
な

救
済
策
が
示
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
▼
し
か
し
診
療
所
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
診
療
所
、特
に
歯
科

の
経
営
は
苦
し
い
が
、
世
論
は

つ
い
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。（
Ｒ
）

田中麻衣子
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厚労省「薬の保険給付見直し」解説資料 解
熱
鎮
痛
薬
・
去
痰
薬
の
窓
口
負
担
１
・
６
倍
に

保
険
証
等
に
よ
る
受
診

２６
年
７
月
末
ま
で
延
長
へ

記
号
番
号
に
よ
る
照
会
方
法
協
会
Ｈ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジＰ

に
掲
載

　

従
来
の
健
康
保
険
証
は
２４
年

１２
月
１
日
以
降
、
新
規
発
行
が

停
止
。
す
で
に
発
行
さ
れ
て
い

た
保
険
証
は
、
有
効
期
限
内
の

最
長
で
２５
年
１２
月
１
日
ま
で
使

用
で
き
る
運
用
と
し
た
。
し
か

し
健
康
保
険
証
の
失
効
を
把
握

し
な
い
患
者
や
、
マ
イ
ナ
保
険

証
と
併
用
確
認
が
本
来
の
〝
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
〟
の
み
で

受
診
す
る
患
者
が
一
定
い
る
た

め
、
厚
労
省
は
当
該
患
者
の
受

診
に
つ
い
て
〝
記
載
さ
れ
た
被

保
険
者
番
号
等
に
よ
り
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に

照
会
す
る
な
ど
し
た
上
で
、
３

割
等
の
一
定
の
負
担
割
合
を
求

め
て
レ
セ
プ
ト
請
求
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
〟
と
の
暫
定
的
な

措
置
を
昨
年
ま
で
に
示
し
て
き

た
。

　

当
該
対
応
は
２６
年
３
月
末
ま

で
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

が
今
回
７
月
末
ま
で
に
延
長
さ

れ
た
。

　

暫
定
措
置
に
あ
る
「
オ
ン
資

シ
ス
テ
ム
に
照
会
す
る
な
ど
」

の
方
法
は
、
大
ま
か
に
次
の
２

パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
オ
ン
資
シ
ス
テ
ム
に

連
動
さ
せ
た
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
機
能
に
よ
り
、
患

者
の
保
険
資
格
を
確
認
す
る
方

法
。
患
者
の
登
録
情
報
か
ら
有

効
・
無
効
を
問
合
せ
で
き
る
も

の
が
あ
る
よ
う
で
、
詳
細
に
つ

い
て
は
導
入
を
担
当
し
た
レ
セ

コ
ン
ベ
ン
ダ
ー
な
ど
に
確
認
さ

れ
た
い
。

　

厚
生
労
働
省
は
３
月
２５
日
、
有
効
期
限
が
切
れ
た
従
来
の
健
康
保
険
証
な

ど
で
も
保
険
診
療
を
受
け
ら
れ
る
暫
定
措
置
の
期
限
を
、
従
来
の
２
０
２
６

年
３
月
末
か
ら
同
年
７
月
末
ま
で
延
長
す
る
―
と
の
事
務
連
絡
を
発
出
し
た
。

事
務
連
絡
の
タ
イ
ト
ル
は
「
マ
イ
ナ
保
険
証
の
円
滑
な
利
用
に
向
け
た
対
応

に
つ
い
て
（
周
知
）」。

給
付
と
負
担
は
表
裏
一
体

給
付
と
負
担
は
表
裏
一
体

日
医
総
研
・
森
井
氏
が
講
演

「
医
療
の
社
会
化
」
を
各
国
比
較

「
医
療
の
社
会
化
」
を
各
国
比
較

　

政
策
部
は
３
月
２
日
、「
知

ろ
う
、
と
も
に
考
え
よ
う
、

S
ocial C

hoice
と

し

て

の

医

療
」
を
テ
ー
マ
に
医
療
問
題
研

究
会
を
協
会
会
議
室
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ

併
用
で
開
催
。
講
師
に
日
医
総

研
主
席
研
究
員
の
森
井
大
一
氏

を
迎
え
、
４６
名
が
参
加
し
た
。

　

氏
は
、
医
療
・
社
会
保
障
の
議

論
が
熟
さ
な
い
の
は
、
個
人
の

選
択
で
は
な
く
、
社
会
の
選
択

と
し
て
何
を
選
ん
で
い
る
か
、

大
き
な
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
主
因
だ
と
説

明
。「
医
療
の
社
会
化
」
を
選
択

し
た
、
米
国
以
外
の
２０
世
紀
の

先
進
国
で
の
「
手
段
」
（
医
療

機
関
）
と「
財
源
」
に
関
し
シ
ン

プ
ル
な
資
料
で
詳
し
く
展
開
し

た
。
①
病
院
だ
け
社
会
化
し
⑴

税
方
式
の
英
、
⑵
保
険
料
（
社

会
保
険
）
の
仏
・
独
、
②
全
て
社

会
化
し
た
ソ
連
・
東
欧
、③
「
手

段
」
を
社
会
化
し
な
い
保
険
料

の
日
本
―
と
、
諸
外
国
比
較
で

選
択
の
分
岐
を
明
確
化
。
奥
深

い
縦
横
無
尽
な
内
容
と
な
っ
た
。

医
療
の
社
会
化
と
は

　

最
重
要
の
問
い
は
「
医
療
を

社
会
化
す
る
」
（
財
源
を
何
ら

か
の
方
法
で
政
府
が
担
う
）
か

否
か
で
あ
る
と
し
、
先
進
国
で

社
会
化
し
な
か
っ
た
の
は
米
国

の
み
と
指
摘
。
基
本
構
造
と
し

て
、
国
民
が
公
租
公
課
（
税
と

保
険
料
）
の
負
担
で
財
源
を
作

る
こ
と
が
社
会
化
す
る
本
質
で

あ
り
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（
日
本

　

も
う
一
つ
は
、
顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
接
続
し
た

資
格
確
認
用
端
末
（
Ｐ
Ｃ
）
を

用
い
る
方
法
で
、
画
面
の
表
示

メ
ニ
ュ
ー
《
保
険
証
／
処
方
箋

で
確
認
》
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
保

険
証
に
記
載
の
記
号
番
号
を
入

力
す
る
。
こ
の
操
作
に
関
す
る

解
説
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
協
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
い
い
医
療
ド
ッ

ト
コ
ム
）
に
掲
載
し
て
い
る
の

で
、ぜ
ひ
ご
確
認
さ
れ
た
い（
左

記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
。

　

い
ま
国
会
審
議
中
の
健
保
法
等
改
定

案
が
可
決
さ
れ
る
と
、
来
年
３
月
か
ら

一
部
の
薬
剤
で
患
者
自
己
負
担
額
が
５

割
負
担
（
一
部
保
険
外
療
養
）
と
な
る
。

左
図
の
と
お
り
、
厚
労
省
は
「
わ
か
り

や
す
く
お
伝
え
す
る
た
め
の
資
料
」
を

Ｈ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｐ
に
公
開
し
て
い
る
。　

資
料
に
は
、

▽
鼻
炎
や
風
邪
症
状
な
ど
〝
日
常
的
な

医
療
〟
に
用
い
る
薬
に
〝
特
別
〟
の
料

金
が
か
か
る
こ
と
、▽〝
保
険
を
使
う
医

師
の
処
方
〟
と
〝
保
険
外

で
患
者
が
買
う
市
販
薬
〟

を
公
平
性
と
い
う
観
点
で

測
り
、
患
者
負
担
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
―
が
示
さ
れ

た
。

　

窓
口
３
割
負
担
の
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
、
▽
解
熱
鎮

痛
薬
や
去
痰
薬
１
・
６
倍

（
４５
円
→
７２
円
）、
▽
便
秘

薬
１
・
５８
倍
（
３
６
０
円
→

５
７
０
円
）―
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
厚
労
省
は
昨
年

１１
月
の
医
療
保
険
部
会

で
、
医
療
用
医
薬
品
と
代

替
性
の
あ
る
市
販
薬
は
極

め
て
少
な
い
旨
の
資
料
を

提
示
し
て
い
る
。

は
民
間
の
医
療
者
）
が
国
民
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
対
価
の

請
求
は
、
国
民
で
は
な
く
財
源

へ
向
か
う
と
解
説
。

　

「
手
段
」
に
つ
い
て
、
日
本

は
社
会
化
せ
ず
民
間
事
業
者
が

担
っ
て
お
り
、
そ
の
選
択
に
は

明
治
７
年
の
医
制
発
布
で
自
由

開
業
制
が
敷
か
れ
た
背
景
が
あ

る
と
し
た
。

　

民
間
事
業
者
に
と
っ
て
「
税

財
源
」
は
、
予
算
審
議
で
金
額

等
が
政
治
情
勢
や
〝
大
砲
か
バ

タ
ー
か
〟の
議
論
に
左
右
さ
れ
、

安
定
的
な
事
業
計
画
や
人
材
育

成
等
は
困
難
と
し
た
。
ま
た
日

本
は
、
使
途
限
定
の
保
険
料
方

式
を
い
か
に
維
持
す
る
か
が
重

要
と
し
た
。
仏
で
は
社
会
保
険

料
を
下
げ
た
分
を
租
税
代
替
化

し
た
こ
と
で
事
業
者
が
税
財
源

を
信
用
し
な
く
な
り（
２
面
へ
）

“OTC類似薬の追加負担に反対“OTC類似薬の追加負担に反対””3.19宣伝行動3.19宣伝行動

負担増に関心持つ市民も負担増に関心持つ市民も

　3月19日、協会はイセ

ザキモールにて宣伝行

動を行った。県内の社

保協加盟団体より4団

体・11名、協会からは

藤田理事・片岡評議員

が参加した。前回に引

き続き「OTC類似薬の

追加負担に反対する」

署名の普及に取り組み、署名を16筆、署名用紙を折り込ん

だポケットティッシュを500個配布した。

　当日の人通りはややまばらではあったが、街頭スピーチ

を耳にした市民が署名台に集まった。依然として市民から

の認知度は低いものの、「薬の負担が増える」という言葉に

関心を持つ様子も多く見られた。

署名台に集まる市民

講師の森井氏

参考資料：https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671139.pdf
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診
療
報
酬
制
度
の
頻
繁
な

改
定
、
物
価
や
人
件
費
の
上

昇
、
さ
ら
に
は
地
域
に
お
け

る
医
療
機
関
の
役
割
変
化
な

ど
、
私
た
ち
保
険
医
を
取
り

巻
く
環
境
は
年
々
厳
し
さ
を

増
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中

で
、
会
員
の
生
活
と
経
営
を

支
え
る
仕
組
み
と
し
て
、
当

協
会
の
共
済
制
度
が
果
た
す

役
割
は
一
層
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
４
月
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
ま
だ
加
入
さ
れ
て
い

な
い
会
員
の
皆
さ
ま
に
、
改

め
て
共
済
制
度
の
活
用
を
強

く
お
す
す
め
し
た
い
。

　

第
一
に
、
共
済
制
度
は
「
営

利
を
目
的
と
し
な
い
」
こ
と

が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
民

間
保
険
と
は
異
な
り
、
会
員

相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
い

て
設
計
さ
れ
て
い
る
た
め
、

必
要
な
保
障
を
過
不
足
な

く
、
合
理
的
な
負
担
で
備
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
医
療
に

従
事
す
る
私
た
ち
は
、
自
身

が
病
気
や
事
故
に
遭
っ
た
際

の
リ
ス
ク
、
診
療
の
継
続
が

困
難
に
な
る
リ
ス
ク
を
常
に

抱
え
て
い
る
が
、
そ
の
備
え

を
会
員
同
士
で
支
え
合
う
と

い
う
仕
組
み
に
は
、
協
会
な

ら
で
は
の
信
頼
に
裏
打
ち
さ

れ
た
安
心
感
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
制
度
の
簡
便
さ

と
柔
軟
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

加
入
手
続
き
は
煩
雑
な
告
知

を
必
要
と
せ
ず
、
保
障
内
容

も
医
療
従
事
者
の
実
情
に
合

わ
せ
て
見
直
し
が
行
わ
れ
て

い
る
。
日
々
多
忙
な
業
務
の

中
で
も
無
理
な
く
管
理
で
き

る
点
は
、
多
く
の
加
入
者
か

ら
も
高
い
評
価
を
い
た
だ
い

て
い
る
。
ま
た
、
将
来
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
や
医
院
経
営
の

状
況
に
応
じ
て
見
直
し
が
し

や
す
い
こ
と
も
大
き
な
利
点

で
あ
る
。

　

第
三
に
、
共
済
制
度
の
利

用
が
協
会
全
体
の
活
動
基
盤

を
強
化
す
る
と
い
う
側
面
が

あ
る
。
相
互
扶
助
の
制
度
が

安
定
的
に
運
用
さ
れ
る
こ
と

で
、
会
員
の
生
活
を
守
る
だ

け
で
な
く
、
地
域
医
療
を
支

え
る
た
め
の
政
策
提
言
や
調

査
研
究
、
会
員
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
に
も
つ
な
が
る
。
共
済

制
度
へ
の
加
入
は
、
単
に
自

身
の
保
障
を
確
保
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
神
奈
川
の
医
療

を
守
る
力
に
も
な
る
の
だ
。

　

医
療
の
現
場
が
厳
し
さ
を

増
す
今
こ
そ
、
安
心
し
て
診

療
に
向
き
合
う
た
め
の
備
え

が
欠
か
せ
な
い
。
共
済
制
度

は
、
そ
の
た
め
の
確
か
な
支

柱
と
な
る
も
の
だ
。
ま
だ
加

入
さ
れ
て
い
な
い
会
員
の
皆

さ
ま
に
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
検
討
い
た
だ
き
、
共
済

の
輪
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

安
心
し
て
医
療
に

専
念
す
る
た
め
に

共
済
制
度
へ
の
加
入
を
お
す
す
め
し
ま
す

日
本
の
時
代
劇
（
水
戸
黄
門
な

ど
）
で
は
最
後
は
公
権
力
が
問

題
解
決
す
る
が
、
西
部
劇
で
は

敵
か
ら
家
族
を
守
る
た
め
自
ら

銃
を
取
る
ま
た
は
ガ
ン
マ
ン
を

雇
用
し
解
決
す
る
と
対
比
し
、

建
国
以
来
、
と
り
わ
け
１９
世
紀

に
社
会
形
成
さ
れ
る
中
で
形
作

ら
れ
た
自
主
自
立
の
世
界
観
が

根
底
に
あ
る
と
説
明
。
一
方
、

日
本
で
社
会
保
険
が
１
９
２
２

年
に
成
立
し
た
際
の
対
象
は
工

場
や
鉱
山
の
労
働
者
で
あ
り
、

１
９
３
８
年
に
成
立
し
た
国
保

で
は
村
を
根
幹
に
据
え
て
お

り
、
日
本
人
に
は
ム
ラ
か
カ
イ

シ
ャ
が
個
人
に
最
も
近
接
す
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と

し
た
。

　

こ
の
他
、
８９
年
の
ベ
ル
リ
ン

の
壁
崩
壊
後
に
多
く
の
東
欧
が

民
主
化
し
、
社
会
保
険
方
式
を

採
っ
た
背
景
に
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ド
イ
ツ
帝
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
支
配
を
受
け
た
歴
史
が
あ
る

こ
と
に
も
触
れ
た
。
社
会
保
険

の
〝
歴
史
は
一
日
に
し
て
な
ら

ず
〟
で
あ
り
、
日
本
が
１
９
２

２
年
以
来
の
積
み
重
ね
の
上
に

国
民
皆
保
険
へ
至
っ
た
意
味
を

強
調
。
日
本
の
社
会
保
険
に
お

い
て
国
民
は
医
療
の
受
益
者
で

あ
り
負
担
者
で
あ
る
表
裏
一
体

の
二
つ
の
顔
を
〝
背
中
合
わ
せ

の
ヤ
ヌ
ス
〟の
よ
う
に
持
つ
が
、

負
担
の
側
面
だ
け
を
歪
め
て
強

調
し
た
議
論
が
な
さ
れ
れ
ば
、

国
民
は
受
益
者
の
立
場
を
失
う

と
し
た
。
今
ま
で
医
療
者
は
、

受
益
者
と
し
て
享
受
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
尊
さ
を
説
い
て
き

た
が
、
負
担
者
と
し
て
の
国
民

の
顔
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
部

分
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
い
か
に

統
合
的
に
議
論
す
る
か
が
重
要

と
し
た
。

　

ま
た
米
の
医
療
に
つ
い
て
、

子
ど
も
を
病
院
の
救
急
外
来
に

連
れ
て
行
き
Ｃ
Ｔ
撮
影
し
た
際

に
約
５０
万
円
の
請
求
が
さ
れ
た

自
身
の
体
験
を
示
し
、
病
院
は

交
渉
力
が
低
い
患
者
に
ふ
っ
か

け
て
請
求
し
て
い
る
実
態
が
あ

る
と
説
明
。
日
本
も
同
様
に
な

っ
て
よ
い
の
か
と
疑
念
を
呈
し

た
。

　

窓
口
負
担
の
必
要
性
に
つ
い

て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
の

中
心
で
あ
る
高
齢
者
の
窓
口
負

担
は
極
力
少
な
く
あ
る
べ
き
と

し
、
負
担
能
力
の
格
差
は
受
診

時
に
窓
口
負
担
で
調
整
す
る
の

で
は
な
く
保
険
料
納
付
の
段
階

で
調
整
す
べ
き
と
説
い
た
。
ま

た
、
金
融
所
得
課
税
に
つ
い
て

は
支
払
能
力
の
評
価
と
し
て
あ

り
得
る
政
策
論
だ
と
し
た
。

　

現
役
世
代
の
手
取
り
を
増
や

す
議
論
に
つ
い
て
は
、
保
険
料

を
下
げ
れ
ば
手
取
り
は
増
え
る

が
、
人
は
確
実
に
年
齢
を
重
ね

将
来
何
ら
か
の
医
療
給
付
や
介

護
給
付
が
必
要
と
な
る
た
め
、

個
人
の
中
の
時
間
的
な
再
配
分

を
弱
め

る
と
指

摘
。
政
府

（
Ｗ
ｇ

）
支
出
を
減
ら
せ
ば
、

市
場
（
Ｗ
ｍ

）
ま
た
は
家
計

（
Ｗ
ｆ

）
に
依
存
す
る
領
域
が

増
え
る
た
め
、
政
府
支
出
減
に

よ
り
負
担
軽
減
と
み
な
す
こ
と

は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
強

調
し
た
。

　

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外
し

に
つ
い
て
、
薬
価
が
公
定
価
格

か
ら
市
場
へ
と
値
付
け
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
変
わ
る
た
め
、
負
担

増
は
約
１０
倍
以
上
も
有
り
得
る

と
し
た
。
米
で
は
一
部
を
除
き

政
府
支
出
は
な
い
が
医
療
費
は

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
１８
％
で
日
本
の
約

１１
％
よ
り
高
い
と
説
明
。
市
場

が
増
え
る
と
政
府
・
市
場
・
家

計
の
総
和
は
む
し
ろ
増
加
す
る

と
指
摘
し
た
。

※
協
会
会
員
ペ
ー
ジ
に
て
動
画

配
信
中

患
者
か
ら
十
割
負
担
を
徴
収
す

る
償
還
払
い
が
あ
る
と
し
、
日

本
が
税
財
源
と
な
っ
た
場
合
に

医
療
者
が
仏
同
様
の
倫
理
的
な

ジ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
と
指
摘

し
た
。

　

コ
ロ
ナ
第
一
波
初
期
に
お
い

て
、
か
か
り
つ
け
医
制
度
の
あ

る
仏
で
は
コ
ロ
ナ
診
療
を
戦
争

に
準
じ
る
緊
急
事
態
と
し
て
対

応
。
大
統
領
か
ら
救
急
外
来
へ

の
受
診
が
呼
び
か
け
ら
れ
、
病

院
に
患
者
が
集
中
し
、
医
療
逼

迫
が
生
じ
た
と
し
た
。
ま
た
仏

以
上
に
厳
格
な
登
録
医
制
を
敷

く
英
で
も
病
院
に
患
者
が
集
中

し
、
眼
科
の
白
内
障
、
膝
や
股

関
節
等
の
手
術
が
コ
ロ
ナ
禍
で

は
延
期
と
な
っ
た
こ
と
に
触

れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
未
だ

に
入
院
待
機
者
が
約
７
０
０
万

人
超
と
解
説
し
た
。

　

米
が
医
療
を
社
会
化
し
な
い

選
択
を
し
た
背
景
に
つ
い
て
、

医
療
問
題
研
究
会
「
知
ろ
う
、
と
も
に
考
え
よ
う
、

Social C
hoice

と
し
て
の
医
療
」（
１
面
か
ら
続
き
）

　既報の通り、今次診療報酬改定施行は今年6月1日となるが、薬価については4月1日付

で改定される。

　薬価改定に伴い、各種薬価点数が改定されるが、麻酔薬材料と歯周病処置（P処）に使

用するペリオクリン・ミノサイクリン塩酸塩の薬剤点数も変更となるのでお知らせする。

※太字が、今回の変更点。

＊お問合せは歯科保険診療対策部まで（TEL 045-313-2111）。

4月1日実施 「薬価改定」

麻酔薬・ P処薬剤点数等が変更

OA＋Ctの請求点数　（2026年4月1日～）

麻酔薬 Ct×1 Ct×2

OA+オーラ注歯科用カートリッジ1.0ml 10点 18点

OA+オーラ注歯科用カートリッジ1.8ml 11点 19点

OA+キシレステシンA注射液 11点 19点

OA+歯科用キシロカインカートリッジ 11点 19点

OA+スキャンドネストカートリッジ3％ 19点 35点

OA+歯科用シタネスト-オクタプレシン
カートリッジ

10点 17点

歯周病処置（P処）に使用する薬剤点数（2026年4月1日～）

薬剤名 薬剤点数 用法・用量

ペリオクリン 1シリンジ 50点 2シリンジ 100点 週1回患部歯周ポケット
に充満する量を注入ミノサイクリン塩酸塩 1シリンジ 49点 2シリンジ 98点

　4月中旬より、神奈川県の物価高騰による医療機関への

支援金＊の申請受付（第2回）が始まります。

　＊受付期間は4月中旬～5月中旬の予定です。

　＊ 支援金は次の3種類です（県がWEBにて第1回〈2/19

～3/5〉受付していた支援金と同一）。

　　　 A.医療機関等物価高騰対応支援金（病院・診療所）
　　　 B.診療所等物価支援金（診療所）
　　　 C.診療所等賃上支援金（診療所）

　＊ 上記のうちC.賃上支援金の賃金改善期間は2025年12

月～2026年5月とされており、本年3月までに賃金改

善の対応がなされている必要があります（既報のと

おり）。

　＊ 一度の申請で、3種類（A.B.C.）や2種類（A.B.）を

同時に申請可能です。

　＊ 第1回でA.B.の申請、第2回でC.の申請も可能です。

　＊支援金1種類につき、申請は1回限りです。

　＊ 県（委託業者）からの案内通知は、第1回で未申請の

医療機関に送付予定です。

　＊病院のB.C.は国にお手続きください。

物価高騰による物価高騰による
医療機関への支援金医療機関への支援金
申請検討中の先生はお忘れなく申請検討中の先生はお忘れなく

【お問合せ】【お問合せ】

〈〈病院〉病院〉

厚生労働省コールセンター厚生労働省コールセンター
※支援金A.は県へ （左記）※支援金A.は県へ （左記）

℡ ℡ 03 ‐ 6745 ‐ 828803 ‐ 6745 ‐ 8288
（平日9:00～12:00、（平日9:00～12:00、

　　　　　　　　　　 13:00～17:00）13:00～17:00）

〈診療所〉〈診療所〉

神奈川県医療整備 ・ 人材課神奈川県医療整備 ・ 人材課

℡ ℡ 045 ‐ 285 ‐ 0731045 ‐ 285 ‐ 0731
（平日9:00～17:00）（平日9:00～17:00）

神奈川県神奈川県 厚労省厚労省

日時　2026 年 4 月 29 日（祝 ・ 水）
 スタート 10 時（予定）
場所　川崎市幸区古市場グラウンド

（神奈川県側）
※  1 周約 1.3 キロのコースを周回。 それぞれの希望に応じて

周回数を決めていきます。
※ゆっくりのジョギングでも大丈夫です。
※ 駅伝参加費は協会が負担します。 当日の交通費 ・ 飲食

費等は各自ご負担ください。
TEL︓045-313-2111　（担当事務局 : 園田）

ランニング同好会ランニング同好会
第 6 回多摩川リレーマラソン第 6 回多摩川リレーマラソン

参加者募集 !!参加者募集 !!
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〇〇乳乳
県
内
全
市
町
村
で

県
内
全
市
町
村
で

１８１８
歳
ま
で
対
象
に

歳
ま
で
対
象
に

医
療
費
助
成
制
度
ア
ン
ケ
ー
ト

医
療
費
助
成
制
度
ア
ン
ケ
ー
ト

　

地
域
医
療
対
策
部
は
こ
の
ほ

ど
、
県
内
自
治
体
に
医
療
費
助

成
制
度
の
定
例
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
小
児
医
療
費
助

成
（
〇乳
）
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
（
〇親
）
、
重
度
障

害
者
医
療
費
助
成
（
〇障
）
の
３

制
度
を
対
象
に
、
制
度
の
拡
充
・

後
退
の
状
況
把
握
を
行
う
た
め

の
も
の
。
県
と
全
て
の
市
町
村

か
ら
回
答
が
あ
っ
た
。

［
調
査
期
間
］
２
０
２
６
年
１
月
２２

日
～
２
月
１９
日
（
そ
の
後
も
随
時

照
会
）
／
回
答
率
１
０
０
％
（
神

奈
川
県
お
よ
び
県
内
３３
市
町
村
よ

り
、
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
回
答
）

　

こ
れ
ら
の
医
療
費
助
成
制
度

は
自
治
体
の
単
独
事
業
。
県
の

制
度
を
ベ
ー
ス
に
市
町
村
が
独

自
財
源
で
〝
上
乗
せ
〟
努
力
を

し
、
対
象
の
拡
大
を
図
っ
て
い

る
。
今
年
度
は
３
制
度
と
も
県

制
度
に
変
更
の
予
定
は
な
い
。

〇〇乳乳
横
浜
６
月
か
ら
、

横
浜
６
月
か
ら
、

川
崎
９
月
か
ら
拡
充

川
崎
９
月
か
ら
拡
充

〇乳
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中

に
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
、

対
象
年
齢
が
１８
歳
ま
で
※
１

に

拡
充
さ
れ
る
見
通
し
と
な
っ
た
。

　

横
浜
市
は
６
月
か
ら
対
象
年

齢
を
拡
充
。
川
崎
市
は
９
月
か

〇〇障障
県
基
準
へ
の

県
基
準
へ
の

 

後
退
つ
づ
く

後
退
つ
づ
く

〇障
に
つ
い
て
は
、
平
塚
市
で

県
基
準
の
申
請
時
の
年
齢
制
限

が
設
け
ら
れ
、
６５
歳
以
上
は
新

規
の
申
請
が
不
可
と
な
っ
た
。

相
模
原
市
で
は
、
１０
月
よ
り
県

基
準
の
特
別
障
害
者
手
当
の
基

準
に
準
拠
し
た
所
得
制
限
が
導

入
さ
れ
る
予
定
だ
。
ま
た
鎌
倉

市
で
は
、
〇乳
と
同
様
に
償
還
払

い
の
申
請
期
限
が
５
年
間
か
ら

２
年
間
へ
の
変
更
が
あ
っ
た
。

〇障
は
、
こ
の
数
年
で
対
象
年
齢

や
所
得
制
限
の
県
基
準
へ
の
後

退
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
来
、

加
齢
に
伴
っ
て
障
害
が
重
く
な

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
６５
歳
以

上
は
新
規
の
申
請
が
で
き
な
い

と
い
う
の
は
理
不
尽
な
話
で
あ

ら
対
象
年
齢
を
拡
充
し
、
小
学

４
年
生
以
降
に
か
か
る
通
院
１

回
５
０
０
円
の
一
部
負
担
金
を

撤
廃
す
る
。
相
模
原
市
は
、
２

０
２
７
年
４
月
か
ら
中
学
生
以

降
に
か
か
る
通
院
１
回
５
０
０

円
の
一
部
負
担
金
と
所
得
制
限

を
撤
廃
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
来
年
度
に
は
県
内

す
べ
て
の
市
町
村
で
、
１８
歳
ま

で
、
所
得
制
限
な
く
、
一
部
負
担

金
な
し
に
通
院
が
可
能
と
な
る
。

〇親
に
つ
い
て
は
、
対
象
・
一
部

負
担
金
・
所
得
制
限
に
つ
い
て
、

全
て
の
市
町
村
で
変
更
は
な

い
。
対
象
は
１８
歳
ま
で
※
１
・
２

、

所
得
制
限
は
児
童
扶
養
手
当
基

準
の
県
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
一
部
負
担
金
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
の
〝
上
乗
せ
〟
に

よ
り
、
一
部
負
担
金
な
し
が
実

現
し
て
い
る
。
な
お
、
鎌
倉
市

で
は
償
還
払
い
の
申
請
期
限
が

５
年
間
か
ら
２
年
間
へ
の
変
更

が
あ
っ
た
。

る
。
ま
た
「
住
ん
で
い
る
市
町

村
に
よ
っ
て
、
受
け
る
医
療
に

格
差
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
協
会
の
考
え
は
、
小
児

に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
今
後

の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

「
地
域
格
差
」
是
正

「
地
域
格
差
」
是
正

の
悲
願
叶
う

の
悲
願
叶
う

　

今
年
度
、
市
町
村
の
〝
上
乗

せ
〟
努
力
と
い
う
形
で
は
あ
る

も
の
の
、
県
内
全
市
町
村
で
１８

歳
ま
で
の
〇乳
拡
充
が
実
現
と
い

う
、
長
年
の
悲
願
が
達
成
す
る

見
込
み
だ
。
こ
れ
は
、
地
域
住

民
や
各
団
体
に
よ
る
署
名
活

動
、
議
会
へ
の
働
き
か
け
、
市

長
選
を
通
じ
た
、「
地
域
格
差

是
正
」
を
訴
え
る
声
が
行
政
を

動
か
し
た
結
果
で
あ
る
。
２
０

１
２
年
度
か
ら
続
く
当
協
会
の

本
医
療
費
助
成
制
度
ア
ン
ケ
ー

ト
も
、
そ
の
一
助
を
担
っ
た
と

確
信
し
て
い
る
。

　

今
後
、
こ
の
動
き
を
全
世
代

に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
協
会

が
取
り
組
む
医
療
費
の
窓
口
負

担
「
ゼ
ロ
の
会
」
の
願
い
で
あ

る
。
会
員
の
先
生
方
に
は
運
動

へ
の
さ
ら
な
る
協
力
を
お
願
い

し
た
い
。

（
※
１
）
１８
歳
に
な
っ
た
日
以

降
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で

（
※
２
）
中
程
度
以
上
の
障
害

が
あ
る
場
合
ま
た
は
高
等
学
校

等
に
在
学
中
の
場
合
は
２０
歳
未

満
ま
で

※1　通院助成の対象年齢 ・「小学校卒」＝小学校卒業後最初の3月31日まで。
　　　　　　　　　　　　　・「中学校卒」＝中学校卒業後最初の3月31日まで。
　　　　　　　　　　　　　・「高 校 卒」＝18歳になった日以降最初の3月31日まで。
※2　入院助成の対象年齢
　　 ・中学校卒まで対象の自治体（横浜・川崎各市）において、
      15歳年度末に入院中で4月以降も入院する場合は、退院まで補助が継続（要事前申請・最長で18歳年度末）。
     ・ 市町村の財源上乗せにより、保険診療の一部負担金はない（県としての対象は中学校卒まで・一部負担金あり）。

※3　一部負担金　    ・川崎市  …保護者が市民税所得割非課税の場合は一部負担金なし。
                  ・相模原市…養育者が市民税非課税の場合は一部負担金なし。

調査結果の詳細は、調査結果の詳細は、
保険医協会ホームページよりご確認ください。保険医協会ホームページよりご確認ください。

《表1》2026年4月1日現在の医療費助成制度 市町村別一覧（地域医療対策部調べ）　変更点は太字で表記。

小児医療費助成制度 重度障害者医療費助成制度

対象年齢（※1・２） 一部負担金 所得制限（入院・通院とも） 一部負担金 年齢制限・所得制限

神奈川県 小学校卒
３歳まで︓なし
４歳以降︓通院1回200円
　　　　　入院1日100円
　　　　　（調剤は除く）

旧児童手当旧特例給付
基準

あり　入院1日100円
　　　通院1回200円

【年齢制限】
65歳以上の新規適用除外
【所得制限】
特別障害者手当の所得
制限に準拠（本人のみ）

横浜市
中学校卒
→高校卒
（2026年6月から）

なし

なし

なし

なし

川崎市
中学校卒
→高校卒
（2026年9月から）

小3までなし。小4以降は通院1
回500円（調剤・入院除く※3）
→なし（2026年9月から）

相模原市

高校卒

小学校卒までなし。中1以降は通
院1回500円（調剤・入院除く※3）
→2027年度4月受診分（予定）
から一部負担金撤廃

0歳～中学校卒までなし。
高校1年生以降︓2024年９
月までの児童手当基準
→2027年度4月受診分（予
定）から高校生世代の所得
制限撤廃

年齢・
所得（2026年10月から）

横須賀市

なし なし

年齢

平塚市 年齢

鎌倉市 年齢・所得

藤沢市 なし

小田原市 なし

茅ヶ崎市 年齢

逗子市 年齢・所得

三浦市 年齢

秦野市

年齢・所得
厚木市

大和市

伊勢原市

海老名市

年齢
座間市

【負担なし】
身体障害者手帳1級・
2級IQ35以下／精
神障害者保健福祉手
帳1級
【1割負担】
身体障害者手帳3級
／IQ36以上50以下

南足柄市

なし

所得

綾瀬市
年齢

葉山町

寒川町
年齢・所得

大磯町

二宮町 年齢

中井町 年齢・所得

大井町 年齢

松田町

年齢・所得山北町

開成町

箱根町

なし真鶴町

湯河原町

愛川町 年齢・所得

清川村 なし

小児医療費助成小児医療費助成 重度障害者重度障害者
医療費助成医療費助成

ひとり親家庭等ひとり親家庭等
医療費助成医療費助成

医療費相談室
℡045-313-2225

4
15 14時～17時

相談無料（水）

医療ソーシャルワーカーが相談に応じます。 事前予約も承ります。地域医療対策部へ
ご連絡ください（℡045-313-2111）※通話料がかかります。

次回は

▼ 市町村ごとの状況はこちらから（医療費助成制度は自治体の単独事業。上記の県制度をベースに、各市町村が独自に“上乗せ”
を行っている）

児童虐待防止児童虐待防止へ、医療機関の第一歩
子育て支援リーフレット（無料）、注文受付中

　子育て中の保護者が抱える育児不安・ストレスの

悩みを相談できるきっかけをつくるリーフレットで

す。孤立し育児に悩む保護者が行政や支援へと繋が

るよう、地域の相談窓口を多数掲載しています。相

談を促すコラムや、温かみのある雰囲気のイラスト

を用い、手に取りやすいサイズ感（B5三つ折り）と

なっています。

　かねてより、子どもを巡る痛ましい事件が後を絶

たず、当協会では2004年から開業医・開業歯科医師

としてできる児童虐待予防対策に取り組んできまし

た。▽診察室で気になる親子に渡す、▽待合室やお

手洗いに設置のほか、▽出産を控えた妊婦に渡す資

料に加えている先生も。県内全域に広がる会員が、

本リーフレットを活用し、あの手この手で児童虐待

を防ぐきっかけを作っています。

　注文無料・地域医療対策部までお問合せください

（ ℡ 045‐313‐2111）。
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【訪問看護指示料】
質問 回答

36
訪問看護指示料について、訪問看護指示書の郵送代は、訪問看護指示書
を交付する医療機関が負担するのか。

そのとおり。

【電子的診療情報連携体制整備加算】
質問 回答

3
令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制

加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診

療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。

改めて届出
を行う必要
がある。

【外来データ提出加算及び充実管理加算】
質問 回答

4

既に生活習慣病管理料（Ⅰ）及び生活習慣病管理

料（Ⅱ）の注4に規定する充実管理加算に係る施

設基準の届出を行っている医療機関において、

新たに外来データ提出加算（地域包括診療加算

及び地域包括診療料）の施設基準の届出を行う

場合、改めて様式7の10の届出を行う必要があ

るか。

改めて様式7の10の届出を行う必要が

ある。なお、既に充実管理加算に係る

施設基準の届出を行っている医療機関

においては、様式7の10の届出の期限

後の直近の外来試行データの作成対象

月のデータをもって、外来試行データ

に代えることができる。

〈入院〉

【看護・多職種協働加算】
質問 回答

13

看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るの
か。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料

又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で
届け出るのか。

保険医療機関内の急性期病院B一般入院
料又は急性期一般入院料4を算定する一
般病棟全体で届け出ること。

【産科管理加算】
質問 回答

15

産科管理加算において、分娩が開始した日以降

とは、陣痛発来によって分娩が開始しているこ
とを認め入院した日や未陣発で帝王切開術に
よる分娩となる日を含めてもよいか。

含めてよい。予定帝王切開等、未陣発で

帝王切開術による分娩となった場合は、

手術の開始時刻が含まれる日から当該
加算を算定できる。

【入退院支援加算】
質問 回答

24

介護支援等連携指導料は、同一日に退院時共同指導料2の注3に規定する多

機関共同指導加算を算定する場合は算定できないが、介護支援等連携指導
料に該当する指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同一日に行った
場合は、施設基準通知第26の5の1の（5）に規定する入退院支援加算1の
要件である介護支援等連携指導料の算定回数に含めてよいか。

含めてよい。

【地域包括ケア病棟入院料】
質問 回答

31

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」（令和8年3月5日保医発0305第7号）別添4

の第12の1の（3）において、地域包括ケア入院医療管理料に
専従の理学療法士等は、当該病室を有する病棟が算定する
入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされている
が、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場
合において、当該専従の理学療法士等は回復期リハビリテ
ーション病棟の患者に疾患別リハビリテーションを提供し
た場合は、各疾患別リハビリテーション料を算定すること
は可能か。

算定不可。当該従事者は、

地域包括ケア入院医療管理

料を算定する患者及び入院

医療管理料を算定する病室

を有する回復期リハビリテ

ーション病棟入院料を算定

する患者に疾患別リハビリ

テーションを提供しても算

定することはできない。

　今年6月からの点数改定に関して、厚労省より3月23日付で「疑義解釈（その1）」が出された。以下、

主な項目を抜粋・一部太字等で編集の上で紹介する。なお、全容や詳細は協会ホームページ「いい

医療ドットコム」（https://www.iiiryou.com/）等をご参照いただきたい。

〈外来〉

【生活習慣病管理料】
質問 回答

33

生活習慣病管理料（Ⅰ）及び生活習慣病管理料（Ⅱ）

について、「予約診療を実施している保険医療機関に

ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次

回受診する日の予約を行うこと。また、予約診療を

実施していない保険医療機関については、患者と相

談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、

患者の都合により次回受診する日付が確定しない場
合の対応如何。

次回受診する日について患者と

十分な相談を行ってもなお、当該

患者の都合により予約又は受診

を行う日付が確定しない場合に
ついても、次回の受診が必要な時
期について、患者に対して十分な
指導を行うこと。

34

生活習慣病管理料（Ⅰ）の算定留意事項通知の（11）について、「他の医

療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではな

い。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」とあるが、

特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者につ
いて、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。

含まれる。

【小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料】
質問 回答

37

処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬

剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬すること

は、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、
このような方法による投薬を行った場合は、調剤料及び処方料は算定
せず、院内投薬に係る薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細
書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされてい
るが、この場合において、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
及び在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。

「処方箋を交付
する場合」とし
て算定する。

【ベースアップ評価料】
質問 回答

1

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い

について」（令和8年3月5日保医発0305第8号）における、外来・

在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の注5、外来・在宅ベースアップ

評価料（Ⅱ）の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の注5及び注6

に関する施設基準並びに「訪問看護ステーションの基準に係る届

出に関する手続きの取扱いについて」（令和8年3月5日保医発0305 

第9号）における訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）の注3及び訪

問看護・ベースアップ評価料（Ⅱ）の注7及び注8に関する施設基

準において、「令和8年3月31日時点において評価料を届け出てい

た保険医療機関（訪問診療ステーション）」とあるが、令和8年3
月から算定を開始する保険医療機関又は令和8年4月から算定を開
始する保険医療機関（訪問看護ステーション）は含まれるのか。

令和8年3月31日時点

で当該評価料を算定

している必要がある

こ と か ら、同年4月
以降に算定を開始す
る保険医療機関（訪
問看護ステーション）
は含まれない。

2

看護職員処遇改善

評価料を用いた賃

金の改善措置の対

象者及びベースア

ップ評価料の対象
職員には、派遣職
員など、当該保険
医療機関又は当該
訪問看護ステーシ
ョン等に直接雇用
されていないもの
も含むのか。

以下の要件を満たす医療機関等（訪問看護ステーション、保険薬局）
については、派遣職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和60年法律第88号）の第2

条第2項に該当する職員をいう。）に限り対象とすることを可能とす
る。なお、業務委託職員（請負業務を行う職員）については対象外
とする。

・ 当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保

険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。

・ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースア

ップ評価料（Ⅱ）における区分計算に当たって、当該派遣職員に

ついても対象職員に含めて計算を行う。なお、「月額賃金総額」

の算出に当たって、原則として派遣元から派遣職員の賃金に関

する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う費用を月額賃

金としてそのまま記載することはできない。

・ 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該

派遣職員の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃

金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員

を含めて作成、提出すること。なお、報告書の作成に当たって

は、派遣元と相談した上で、派遣元から実際の賃金の改善額等

の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。

　これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その1）」（令和6年

3月28日事務連絡）別添2の問12及び「疑義解釈資料の送付につい

て（その3）」（令和6年4月26日事務連絡）別添2の問7は廃止する。

【リハビリテーション総合計画評価料】
質問 回答

41

令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーシ

ョン総合計画評価料1及び2について、「2回目以降

の場合」が新設されたが、他の保険医療機関でリ
ハビリテーション総合計画評価料を算定した後
に転医（転院又は退院を含む。）し、自院で同一
の疾患についてリハビリテーション実施計画書
を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以
降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

リハビリテーション総合計画評価料1

及び2のいずれにおいても、当該保険
医療機関において同一の疾患に対す
るリハビリテーションの実施にあた
り初めてリハビリテーション総合計
画評価料を算定する場合は、他の保
険医療機関での算定の有無にかかわ
らず、「初回の場合」として算定する。

42

令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーショ

ン総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新

設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等

リハビリテーションの起算日が再設定された場合な

ど、同一疾患についてリハビリテーションの起算日
が再設定された後に、再度リハビリテーション総合
計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回
目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

同一の疾患別リハビリテーショ
ン料であっても、新たな疾患の
発症や疾患の再発・急性増悪等
によってリハビリテーション起
算日が再設定され、改めてリハ
ビリテーション総合実施計画書
を作成・評価等を行った場合に
は、「初回の場合」を算定する。

43

令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとさ

れているリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーシ

ョン総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない

場合は診療録に記載することとされたが、リハビリテーショ

ン実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を説明

した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。

不要。ただし、当該計画

書の説明を行った際に、

患者から当該計画に対す

る意見等、特に記載すべ

き事項がある場合は、診

療録に記載すること。

44

令和8年度診療報酬改定で、リハビリテーション総合計画

評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設された

が、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画

評価料1又は2を算定し、同年6月1日以降に再度同じ区分

のリハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満た

した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のい

ずれの点数を算定すべきか。

令和8年5月31日以前にリハ

ビリテーション総合計画評

価料1又は2を算定していた

場合には、同年6月以降は、

リハビリテーション総合計

画評価料1又は2の2回目以降

として算定する。

【リハビリテーション総合計画評価料】
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医科学から

読み解く

西洋画家の物語

医科学から

読み解く

西洋画家の物語

で
は
、
座
っ
て
会
計
や
予
約
を

す
る
こ
と
が
で
き
、
話
し
込
ん

で
い
く
方
も
多
く
い
ま
す
。
私

の
考
え
る
『
か
か
り
つ
け
歯
科

医
師
』
と
は
、

・
電
話
の
声
を
聞
い
た
だ
け

で
、
そ
の
患
者
さ
ん
の
顔
と

名
前
、
口
腔
内
が
頭
に
浮
か

ぶ
・
痛
い
、
外
れ
た
な
ど
の
主
訴

を
聞
い
た
だ
け
で
、
あ
の
歯

で
し
ょ
う
と
予
測
が
つ
く

・
予
約
の
患
者
さ
ん
に
配
慮
し

な
が
ら
も
、
緊
急
性
に
よ
り
、

臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る

　

勿
論
知
識
や
技
術
は
重
要
で

す
の
で
、
今
後
も
そ
ち
ら
の
方

面
で
も
精
進
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

～第 106 弾～～第 112 弾～

　

私
の
通
っ
た
熊
本
の
女
子
高

は
良
妻
賢
母
を
旨
と
す
る
校
風

で
、
大
卒
女
子
は
嫁
の
貰
い
手

が
な
い
と
言
わ
れ
た
時
代
。
そ

ん
な
生
き
方
に
違
和
感
を
感
じ

た
私
は
、
１
９
７
２
年
、
医
者

と
歯
医
者
の
違
い
も
知
ら
ず
、

東
京
医
科
歯
科
大
学
歯
学
部
に

進
学
し
ま
し
た
。
当
時
は
歯
科

医
師
超
不
足
、
虫
歯
の
洪
水
、

学
生
は
即
戦
力
を
要
求
さ
れ
、

優
雅
な
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
か

ら
は
程
遠
い
、
歯
科
の
勉
強
と

実
習
に
明
け
暮
れ
る
毎
日
で
し

た
。

　

卒
後
は
歯
科
医
師
が
１０
人
以

上
も
い
る
医
療
法
人
に
勤
務
、

２
年
以
上
ひ
た
す
ら
治
療
に
励

ん
だ
の
で
す
が
、
「
こ
な
す
」

と
い
っ
た
感
じ
の
臨
床
で
疲
労

困
憊
の
日
々
に
耐
え
ら
れ
ず
、

家
庭
と
の
両
立
も
困
難
で
し
た

の
で
、
病
院
の
歯
科
口
腔
外
科

に
転
職
し
ま
し
た
。
で
も
、
そ

の
科
で
は
仕
事
が
増
え
る
こ
と

イ
コ
ー
ル
悪
で
大
勢
の
患
者
が

い
て
も
思
っ
た
よ
う
に
診
療
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

１
９
８
５
年
に
、
自
分
が
目

指
す
診
療
を
し
た
い
と
、
親
戚

を
頼
っ
て
こ
の
茅
ヶ
崎
で
開
業

し
ま
し
た
が
、
開
業
し
て
み
る

と
診
療
よ
り
も
経
営
、
人
事
管

理
の
方
が
大
変
で
あ
る
こ
と
を

思
い
知
ら
さ
れ
、
試
行
錯
誤
の

日
々
。

　

私
は
、
大
学
時
代
よ
り
、
作

家
の
桐
島
洋
子
先
生
に
あ
こ
が

れ
、
そ
の
著
書
は
私
の
バ
イ
ブ

ル
で
、
先
生
の
言
葉
「
背
伸
び

を
す
れ
ば
背
が
伸
び
る
」
、
「
白

馬
の
王
子
様
を
待
っ
て
い
な
い

で
、
白
馬
の
王
女
様
に
な
り
ま

し
ょ
う
」
が
座
右
の
銘
で
す
。

２
０
０
８
年
、
先
生
が
大
人
の

た
め
の
寺
子
屋
、
「
森
羅
塾
」

を
始
め
た
時
に
偶
然
に
も
そ
の

１
期
生
に
な
る
こ
と
が
で
き
、

そ
こ
で
、
机
上
の
学
問
で
は
な

く
、
実
際
に
人
間
関
係
の
作
り

方
や
自
然
体
で
生
き
る
生
き
方

を
学
び
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の

お
陰
で
、
先
生
と
個
人
的
に
親

し
く
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
り
、
自
身
が
人
間
的
に
も

成
長
で
き
た
よ
う
に
思
っ
て
い

ま
す
。

　

歯
科
医
師
は
一
人
一
人
の
患

者
さ
ん
に
寄
り
添
え
る
素
晴
ら

し
い
職
業
で
す
。
私
の
診
療
室

茅
ヶ
崎
市
　
上
田　

由
利
子

古
稀
を
す
ぎ
て
も

 
         

修
行
途
中

疲
労
感
、
嚥
下
困
難
に
よ
る
体

重
減
少
、
呼
吸
困
難
、
関
節
痛
、

そ
し
て
最
終
的
に
は
心
不
全
と

い
っ
た
多
彩
な
症
状
を
呈
し

た
。
診
断
か
ら
４
年
後
の
１
９

４
０
年
、
こ
の
病
気
に
よ
り
命

を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

　

ク
レ
ー
の
初
期
作
品
は
、
版

画
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
ペ
ン
と
イ

ン
ク
に
よ
る
繊
細
な
線
描
画
が

特
徴
的
だ
っ
た
。
「
小
さ
な
レ

ガ
ッ
タ
」
（
１
９
２
２
）
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
精
密
で
技

巧
的
な
小
規
模
な
構
成
が
彼
の

作
風
の
核
心
に
あ
っ
た
。
し
か

し
、
強
皮
症
の
診
断
と
と
も
に

作
風
は
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
る

こ
と
に
な
る
。

　

最
も
顕
著
な
変
化
は
、
制
作

技
法
の
根
本
的
な
転
換
で
あ

る
。
病
気
に
よ
り
細
か
な
作
業

が
困
難
に
な
っ
た
ク
レ
ー
は
、

バ
イ
オ
リ
ン
演
奏
を
控
え
、
よ

り
大
き
な
筆
を
使
用
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

そ
れ
ま
で
の
繊
細
な
線
描
は
、

　

「
色
彩
と
私
は
一
体
だ
」

─
こ
の
有
名
な
言
葉
を
残

し
た
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
（
１
８

７
９
―
１
９
４
０
）
は
、
２０
世

紀
を
代
表
す
る
表
現
主
義
の
画

家
で
あ
る
。
そ
の
芸
術
的
変
遷

を
語
る
上
で
見
過
ご
せ
な
い
要

素
は
、
晩
年
に
彼
を
襲
っ
た
全

身
性
強
皮
症
だ
。

　

１
９
３
６
年
、
５７
歳
の
時
に

強
皮
症
の
診
断
が
下
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
経
過
で
、
レ
イ
ノ
ー

現
象
、
特
徴
的
な
皮
膚
変
化
、

全身性強皮症が変えた全身性強皮症が変えた
パウル・クレーの軌跡パウル・クレーの軌跡

川崎市川崎区　谷本　哲也

　「色彩は私を永遠に捉えた」 と語った

画家を襲った自己免疫疾患。 筆を握れ

なくなった手が生み出した、 太い線と象

徴的な新表現。 制約が創造を生む奇跡

の軌跡とは― （毎月1回連載）。

太
く
重
厚
な
黒
い
ク
レ
ヨ
ン
の

よ
う
な
線
に
変
化
し
た
。
「
若

い
モ
ー
」（
１
９
３
８
）
で
は
、

新
聞
紙
や
麻
布
と
い
っ
た
粗
い

素
材
を
使
用
し
、
単
純
化
さ
れ

た
重
い
線
と
象
徴
的
な
表
現
が

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
単
な
る

技
法
の
変
化
で
は
な
く
、
物
理

的
制
約
か
ら
生
ま
れ
た
新
た
な

表
現
法
の
創
造
だ
っ
た
。

　

そ
の
作
品
の
規
模
に
も
変
化

が
現
れ
た
。
小
規
模
で
精
密
な

構
成
か
ら
、
よ
り
大
き
く
平
面

的
な
ス
タ
イ
ル
へ
と
移
行
し

た
。
病
気
に
よ
る
手
の
機
能
低

下
に
対
応
す
る
た
め
の
適
応
だ

っ
た
が
、
結
果
と
し
て
彼
の
芸

術
に
新
た
な
力
強
さ
を
も
た
ら

し
た
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
作

品
の
内
容
と
タ
イ
ト
ル
の
変
化

だ
。
「
忘
れ
っ
ぽ
い
天
使
」
、「
船

の
中
の
病
人
」
、
「
死
と
炎
」
と

い
っ
た
作
品
名
は
、
死
と
苦
痛

へ
の
直
面
を
如
実
に
物
語
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、

歪
ん
だ
顔
や
変
形
し
た
手
が
描

か
れ
て
お
り
、
ク
レ
ー
自
身
が

強
皮
症
に
よ
る
身
体
的
変
化
を

意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
強
皮
症

の
診
断
直
後
は
制
作
活
動
が
一

時
的
に
低
下
し
た
も
の
の
、
生

涯
最
後
の
年
に
は
驚
く
べ
き
回

復
を
見
せ
て
い
る
。
病
気
と
い

う
制
約
の
中
で
新
た
な
表
現
方

法
を
見
出
し
た
ク
レ
ー
の
創
造

力
の
証
明
で
も
あ
る
。

　

晩
年
の
作
品
群
は
、
病
気
に

よ
る
身
体
的
制
約
が
必
ず
し
も

創
造
性
の
終
焉
を
意
味
し
な
い

こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
制
約
こ
そ
が
新

た
な
表
現
の
可
能
性
を
開
く
鍵

と
な
り
得
る
の
だ
。
色
彩
と
線

の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
た
ク
レ

ー
は
、
最
後
ま
で
強
皮
症
と
向

き
合
い
な
が
ら
、
芸
術
の
本
質

を
追
求
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

パウル・クレ
ー『金色の魚』、
1925年、ハン
ブルク市立美
術館（谷本先生
撮影）

パウル・クレー『高架
橋の革命』、1937年、
ハンブルク市立美術館

（谷本先生撮影）

～第三回～

経営と生活を支える共済制度のご案経営と生活を支える共済制度のご案内内
4月から二大共済制度の申込期間がスタートしました　4月から二大共済制度の申込期間がスタートしました　まだ加入されていない先生はぜひご検討ください！まだ加入されていない先生はぜひご検討ください！

シンプルな保障で割安な保険料を実現シンプルな保障で割安な保険料を実現

　より多くの先生方に共済制度で“リスク”に備えていただくために、会員の先生方

に制度のご案内を行っております。当会では1月5日～3月15日を冬普及期間、4月1日

～6月15日を春普及期間と位置づけ、この期間は協会事務局だけでなく、受託保険会

社の営業職員と共に活動しています。

　診療の合間に事務局や保険会社の職員がお伺いすることもございますが、何卒温か

くお迎えいただき、説明をお聞きいただければ幸いです。

・ 保険会社の職員が案内を行う場合は、各社からの推薦と協会

の研修を受けた選抜職員のみ参加いたします。なお、選抜職

員は当会発行の「登録証明証」を必ず携帯しております。

・ 普及期間中は保険医協会の共済制度のみご案内いたします。

特定の会社の商品を案内することはございません。

グループ生命保険

＊：年齢により保障金額の限度額が異なります。詳細はパンフレットをご覧ください。
＊：配当金は引受保険会社の前年度決算等により決定するため、配当金額は確定しておりません。

保険医による保険医のための休業保障保険医による保険医のための休業保障

　傷病による休業時に加入口数と休業日数に応じて給付金をお支払いします（1

口当たり：入院1日8千円、自宅療養〈免責3日〉1日6千円）。

　保険料は加入時のまま満期まで上がらず、若いうちに加入するほど保険料を抑

えることができます。例えば30日間入院した場合、8口加入していれば最大で192

万円の給付を受けることができます。

　休業時の給付金以外にも、加入年数に応じた“脱退給付金”や加入者に万一の

ことがあった際には指定の受取人に“弔慰給付金”が支払われます。

　保険医協会（休保共済会）が実施する会員のための制度のため、もしものとき

は加入者を手厚くサポートします。

休業保障保険

＊：告知書を元に加入審査を行います。また、勤務形態等によって加入口数に制限がございます。
＊：加入日現在で59歳6カ月未満の方がお申込可能です。59歳6カ月を超える方は「所得補償保険」をご検討ください。

引退後の生活資金に備えましょう 急な資金需要にも対応可能！引退後の生活資金に備えましょう 急な資金需要にも対応可能！

保険医年金は毎月1万円から始められる積立制度です。1口50万円の一時払で一気に

積み増すことも可能です。

予定利率は1.225%1.225%、2024年度は決算時に配当が上乗せされ、1.314%1.314%での運用実

績となりました *1。老後資金はもちろん、急な資金需要の際には積立金の一部を部分

解約することもできます *2。 積立も受取も自由度が高く、働き方が多様な「保険医

のための制度」です。既に資産運用をされている先生は、分散投資の堅実枠としても

おすすめです。1968年の発足以来、積立額が削減されたことはありません。安心・安全

な保険医年金をぜひご検討ください。

保険医年金

*1： 配当金は前年度決算実績により決定するため、将来の配当を約束するものではありません。
*2： 月払では約4年0カ月、一時払では約2年0カ月以内に中途解約した場合、受取金額が払込掛金額を下回ります。なお、

手数料改定により、2026年9月1日以降は月払は約2年5カ月、一時払は約1年2カ月まで元本割れ期間が短縮されます。

各共済制度の詳細はパンフレットをご確認ください。
資料請求・お申込希望の方は共済部（TEL:045-313-2111）
までお電話ください。右のQRコードからメールでのお問
合せも可能です。

【随時お申込受付中】

次回2026年8月1日加入
（お申込期間:4月1日～5月25日）

次回2026年9月1日加入
（お申込期間:4月1日～6月15日）

① 最高保障金額は6,000万円！① 最高保障金額は6,000万円！
② 共済制度ならではの割安な保険料！② 共済制度ならではの割安な保険料！
③ 剰余金が生じた場合は“配当金”として還元!③ 剰余金が生じた場合は“配当金”として還元!
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研
究
会
参
加
費
に
つ
い
て

　
特
に
記
載
の
な
い
研
究
会
、
講
習
会
の
参
加
費
は
無
料
で
す
。
参
加
費
を

い
た
だ
く
研
究
会
は
、
電
話
で
お
申
込
み
の
上
、
郵
便
口
座
に
参
加
費
を
お

振
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
通
信
欄
に
①
研
究
会
名
、
②
医
療
機
関
の
ご
連
絡

先
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

郵
便
口
座
名

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
　
口
座
番
号

０
０
２
６
０
‐
２
‐
２
２
２
０

◆
協
会
へ
お
越
し
の
皆
様
へ
（
お
願
い
）

　
協
会
に
駐
車
場
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自
身
で
駐
車
場
を
確
保
い
た
だ
く

か
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※
《
重
要
》
神
奈
川
県
医
師
会
の
要
請
に
よ
り
、
日
医
生
涯
教
育
講
座
（
Ｃ
Ｃ
）
の
単

位
取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
、
①
性
別
、
②
医
籍
登
録
番
号
、
③
（
医
師
会
会
員

の
場
合
は
）
所
属
郡
市
医
師
会
名
の
登
録
が
必
須
と
な
り
ま
す
（
２５
年
４
月
よ
り

変
更
）。
未
入
力
・
入
力
間
違
い
等
不
備
が
あ
る
場
合
、
単
位
を
取
得
い
た
だ
け
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
当
会
は
一
切
の
責
任
を
負
い

か
ね
ま
す
）。
な
お
、
会
場
参
加
の
場
合
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
申
込
時
に
所
定
の
欄
に
ご
記

載
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加
で
単
位
取
得
を
希
望
す
る
場
合
は
参
加
時
間

が
単
位
取
得
に
影
響
し
ま
す
の
で
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

5月10日(日)午前10時～ 5月8日(金)午後7時30分～

医
科
・
新
規
指
定
医
講
習
会

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

講
　
師
　
保
険
医
協
会
役
員
と
保
険
診
療
対
策
部
員

参
加
対
象

医
科
会
員（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

※
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
パ
ス
コ
ー
ド
等
は
、
事
前
に
お
送
り
す
る

テ
キ
ス
ト
に
同
封
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
郵
便
事
情

の
関
係
で
発
送
か
ら
到
着
ま
で
に
１
週
間
近
く
か
か
る

事
例
も
生
じ
て
い
ま
す
。
早
め
の
お
申
込
み
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
資
料
は
１
部
お
送
り
し
ま
す
。
そ
れ
以
上
必
要
な
方
は

後
日
お
知
ら
せ
す
る
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
く
だ
さ
い
。

※
次
回
開
催
は
７
月
の
予
定
で
す
。
お
申
込
み
等
は
開
催

月
の
前
月
（
６
月
）
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
開
業
１
年
以
上
で
参
加
を
希
望
す
る
方
は
個
別
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

お
申
込
み
　
保
険
診
療
対
策
部

医

療

政

策

研

究

室

政

策

講

演

会

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
２
億
円
を
ド
ブ
に
捨
て

ま
す
か
？

―
社
会
保
障
を
少
し
知
れ

ば
、
得
も
す
る
し
楽
に
生
き

て
い
け
る
の
に
―
」

講
　
師
　
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部

教
授

権
丈　

善
一
氏

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

お
申
込
み
　
医
療
政
策
研
究
室

会場参加のお申込み・お問合せは、協会事務局（℡：045-313-2111）までご連絡ください

研究会研究会
案内案内

WEB参加の申込みは、協会
HP「いい医療ドットコム」
のイベントカレンダーから
もできます。「神奈川県保
険医協会」で検索を！

神奈川県保険医協会※  研究会に会場参加の際は、マスク着用・手指の消毒等の感染症対策にご協力ください。また発熱症
状等がある場合は参加をお控えください。　　　　　　　　　　※ 必ず事前にお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大や天災等により、急遽開催形式を変更または中止させていただく場合がご
ざいます。その場合は当会HP「いい医療ドットコム」にて適宜お知らせします。予めご承知おき願います。

※ 協会行事においては、その模様を写真撮影し、記事とともに機関紙に掲載することがありますので予めご了承ください。

4月17日(金)午後7時30分～ 4月16日(木)午後7時15分～

川

崎

支

部

研

究

会

　

こ
れ
ま
で
私
が
訪
れ
た
欧
州
の
都
市
で
目
に
し
た
「
医

学
の
歴
史
」
を
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
→
中
世
→
ル
ネ
サ

ン
ス
→
科
学
革
命
の
時
代
、
と
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
お
話

し
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
写
真
を
撮
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
欧
州
に
旅
さ
れ
る
予
定
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
聞
き

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
（
カ
ナ
ダ
）
と
ボ

ス
ト
ン
（
ア
メ
リ
カ
）
も
追
加
す
る
予
定
で
す
。

と
こ
ろ
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ラ
イ
ブ
配
信

テ
ー
マ
　「『
欧
州
の
医
学
の
歴
史
』

を
訪
ね
る
旅
」

講
　
師
　
協
同
ふ
じ
さ
き
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
所
長

桑
島　

政
臣
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
し
く
は

協
会
Ｈ
Ｐ
よ
り
お
申
込
み

お
申
込
み
　
川
崎
支
部

第
６４３

回

月

例

研

究

会

　

全
身
性
疾
患
で
あ
る
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
病
態
と
薬
物
療

法
の
基
本
、
特
に
外
科
的
手
術
療
法
が
果
た
す
役
割
に
つ

い
て
、
開
業
医
が
紹
介
す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
や
、
周
術
期

の
薬
物
療
法
管
理
で
の
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て
実
践
的
な

視
点
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
関
節
リ
ウ
マ
チ
診
療

up
 to d

ate

―
生
物
学
的
製
剤
時
代
の

リ
ウ
マ
チ
整
形
外
科
医
―
」

講
　
師
　
横
浜
市
立
大
学
附
属
市
民
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
リ
ウ
マ
チ
膠
原
病
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
講
師

針
金　

健
吾
氏

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
６１
（
関
節
痛
）」１
・
５
単
位

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

共
　
催
　
大
正
製
薬
㈱
／
神
奈
川
県
保
険
医
協
会

お
申
込
み
　
研
究
部

4月11日(土)午後6時～

臨

床

懇

話

会

　

糖
尿
病
治
療
に
お
い
て
薬
物
療
法
は
進
歩
し
た
が
、
食

事
指
導
は
食
事
と
血
糖
値
が
結
び
付
か
ず
一
般
論
に
終
わ

り
や
す
い
。
食
後
血
糖
推
移
の
個
人
差
を
食
事
管
理
ア
プ

リ
「
グ
ル
コ
ー
ス
フ
ラ
イ
ト
」
で
可
視
化
し
、
実
行
可
能

な
介
入
点
を
提
示
す
る
。

と
こ
ろ
　
協
会
会
議
室
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用

テ
ー
マ
　「
ア
プ
リ
を
使
っ
た

糖
尿
病
診
療
」

講
　
師
　
西
台
駅
前
ま
す
や
ま
内
科
糖
尿
病
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
院
長

増
山　

敦
氏

参
加
対
象
　
会
員
（
医
療
機
関
ス
タ
ッ
フ
・
ご
家
族
も
可
）

参
加
方
法
　
①
か
②
い
ず
れ
か

①
協
会
会
議
室

：

定
員
１
２
０
名

②
Ｗ
Ｅ
Ｂ
参
加

：

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

も
し
く
は
協
会
Ｈ
Ｐ

よ
り
お
申
込
み

※
日
医
生
涯
教
育
講
座
Ｃ
Ｃ「
７６（
糖
尿
病
）」１
単
位

　【
医
籍
番
号
の
入
力
に
つ
い
て
（
下
記
《
重
要
》
参
照
）】

お
申
込
み
　
研
究
部

4月7日
～4月17日

４
月
７
日
（
火
）

総
務
部
会
１９
時
３０
分
。

４
月
８
日
（
水
）

歯
科
研
究
部
会
１９
時
３０
分
。

学
術
部
会
１９
時
３０
分
。
鎌
倉

支
部
幹
事
会
１９
時
３０
分
。

４
月
９
日
（
木
）

第
１５
回
理
事
会
１９
時
３０
分
。

正
副
理
事
長
会
議
２１
時
１５
分
。

４
月
１０
日
（
金
）

歯
科
特
別
研
究
会
１９
時
。
新

聞
部
会
１９
時
３０
分
。

４
月
１１
日
（
土
）

平
和
問
題
講
演
会
１５
時
。
臨

床
懇
話
会
１８
時
。

４
月
１２
日
（
日
）

歯
科
新
規
指
定
医
講
習
会
９

時
３０
分
。

４
月
１４
日
（
火
）

研
究
部
会
１９
時
３０
分
。

４
月
１５
日
（
水
）

医
療
費
相
談
室
１４
時
。
医
療

運
動
部
会
１９
時
３０
分
。

４
月
１６
日
（
木
）

医
科
第
一
次
新
点
数
研
究
会

１４
時
３０
分
。
月
例
研
究
会
１９

時
１５
分
。

４
月
１７
日
（
金
）

新
聞
編
集
会
議
１９
時
。
川
崎

支
部
研
究
会
１９
時
３０
分
。

無料動画配信を協会Ｈ
ホームページ

Ｐ「いい医療ドットコム」にて行っています（右記QRコード）。ぜひご視聴ください！ 
＊下記は一例です。一部コンテンツの視聴には会員限定のパスワードが必要です。ご存じでない方は ℡ 045-313-2111まで。

【臨床懇話会】

胃内視鏡検査の診方胃内視鏡検査の診方
―誰もが理解できる写真の撮り方と―誰もが理解できる写真の撮り方と

胃癌早期発見のために―胃癌早期発見のために―

講師：上大岡TMクリニック

　　　院長 髙橋 徹也氏

【歯科臨床研究会】

どうやって下顎総義歯をどうやって下顎総義歯を
落ち着かせる？落ち着かせる？

―下顎総義歯の安定のために必要な―下顎総義歯の安定のために必要な
デンチャースペース義歯のデンチャースペース義歯の

理論と実際―理論と実際―

講師：    つなかわ歯科医院

 綱川 周平氏

【医療情報講演会】【医療情報講演会】

医療DXの義務的推進の問題と医療DXの義務的推進の問題と
オン資義務不存在訴訟の重要性オン資義務不存在訴訟の重要性

講師：    オンライン資格確認義務不存在 

確認等請求訴訟原告団事務局長

　　　東京保険医協会 理事

　　　医療法人社団いつき会 

　　　ハートクリニック

　　　院長 佐藤 一樹氏

【スタッフセミナースタッフセミナー】

講師： 馬車道法律事務所

　　　弁護士　　小賀坂 徹氏

※ 当日の配布資料は協会ホーム

ページよりご覧いただけます。

カルテ開示の対応カルテ開示の対応

【医療問題研究会】

今後の医療と医療政策を
俯瞰的に考える

―参政党と高市早苗自民党新総裁の

医療政策にも触れながら―

講師： 日本福祉大学

　　　名誉教授 二木 立氏
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申込み状況によっては別会場へのご参加をお願いすることがございます。また、なるべく公共交通機関でお越しください。お車でご来場される場合は、
近隣のコインパーキング等をご利用ください。

５
月
５
月
２７２７
日（
水
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）
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）

医科・歯科 新点数研究会開催のご案内医科・歯科 新点数研究会開催のご案内
　6月1日から、診療報酬点数の改定が施行されます。6月施行前に新点数に関する解説や影響・疑義解釈などを含めた「新点数研究会」を開催いた
します。ご参加にあたっては、それぞれ【医科・第一次新点数研究会の参加にあたって】、【5月の新点数研究会の参加にあたって】をお読みいただき、
該当するテキストをお持ちください。なお、新点数研究会への参加は、会員および会員の家族・従業員の方に限ります。
  ※それぞれの研究会は各会場とも全て同じ内容です（複数会場参加可）。 　主催：神奈川県保険医協会 ℡ 045-313-2111

医　科
※ 会場でのテキスト貸出はございません。
　テキストの追加購入をご希望の場合は、会員価格（1冊4,000円）で販売いたします。

《第一次新点数研究会》

《第二次新点数研究会》

診療報酬

2020

改定
診療報酬

2020

改定
2024202420262026
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横浜市営地下鉄

「関内駅」9 番出口  

★

JR 関内駅

歴史博物館

リッチモンド
ホテル

本町通り

開港記念会館

日銀

横浜地裁

コンフォート
ホテル

★
みなとみらい線

「馬車道駅」5 番出口  

アパホテル

←横浜

尾上町交差点

関内ホール

関内ホール（大ホール）

【外　来】

　 午後2時30分～4時30分
（開場午後2時・定員1,038名）

【外　来】

午後2時～4時
（開場午後1時30分・定員1,098名）

海老名市文化会館（大ホール）

【外　来】

　 午後7時30分～9時30分
（開場午後7時・定員1,381名）

茅ヶ崎市民文化会館（大ホール）

Ｂ
Ｌ
ｉ
Ｘ
茅
ヶ
崎

（
旧

）

入院：午後2時30分～4時（開場：午後2時）

外来：午後5時～7時（開場：午後4時30分）

※お申込みは既に締め切っておりますが、空き状況によってはご案内できることがありますので、お電話にてお問合せください。

【医科・第一次新点数研究会の参加にあたって】　4月14日（火）頃までに会員の先生方にお送りする改定テキスト『点数表改定のポイント』が“受講票”代わりと

　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 なっております。研究会の当日は、上記『点数表改定のポイント』を必ずご持参ください。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 ※複数名でご参加され、改定テキストが追加で必要な場合は、会場にて1部4,000円で販売いたします。

※裏面の【5月の新点数研究会の参加にあたって】をご確認ください。　※後日、ホームページでの動画配信も予定しています。

4月16日（木）4月16日（木）

関内ホール（大ホール）（定員1,038名）
※後日、ホームページでの配信も予定しています。
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申込み状況によっては別会場へのご参加をお願いすることがございます。また、なるべく公共交通機関でお越しください。お車でご来場される場合は、
近隣のコインパーキング等をご利用ください。

コリドー街

立体駐車場
中
央
公
園 小

田
急
線

  

相
模
大
野
駅

キャンパス通り

パークサイド通り

駐輪場

北口

←
新
宿

相模女子大学

グリーンホール
ロビー
シティ前

相模大野

町
田
厚
木
線

プ
ラ
ウ
ド
タ
ワ
ー
相
模
大
野
　

　　　　ク
ロ
ス
（
旧
・
伊
勢
丹
）

歯　科

5月24日（日）5月24日（日）

関内ホール（大ホール）
午後7時～9時（開場午後6時30分・定員1,038名）

横
浜
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み
な
と
大
通
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横浜市営地下鉄

「関内駅」9 番出口  

★

JR 関内駅

歴史博物館

リッチモンド
ホテル

本町通り

開港記念会館

日銀

横浜地裁

コンフォート
ホテル

★
みなとみらい線

「馬車道駅」5 番出口  

アパホテル

←横浜

尾上町交差点

関内ホール

相模女子大学グリーンホール（多目的ホール）

午後7時～9時（開場午後6時30分・定員240名） 午後7時～9時（開場午後6時30分・定員1,381名）

5月19日（火）5月19日（火）

茅ヶ崎市民文化会館（大ホール）

午後7時～8時50分（開場午後6時30分・定員375名）

5月22日（金）5月22日（金）

中原市民館（ホール）
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）

※ 会場でのテキスト貸出はございません。追加購入をご希望の場合は、会員価格（1冊3,000円。予定価格）で販売いたします。
※下枠の【5月の新点数研究会の参加にあたって】をご確認ください。
※後日、ホームページでの動画配信も予定しています。

①「受講票」

② 改定テキスト の2つが必要です（医科・歯科共通）。
【参加にあたって【参加にあたって】】

 ②改定テキスト

　    医科『新点数Q＆A』

        歯科『2026年改定の要点と解説』

　研究会当日は、上記改定テキストをお持ちください。。

5月14日（木）5月14日（木）

 ①「受講票」

　会員の先生には、別途往復ハガキを4月上旬にお届けします（右　会員の先生には、別途往復ハガキを4月上旬にお届けします（右

写真・医科例）。返信部の右記QRコードから医療機関単位でお申込写真・医科例）。返信部の右記QRコードから医療機関単位でお申込

みください。みください。

　QRコードからの申込みが難しい場合は、返信ハガキに参加人数　QRコードからの申込みが難しい場合は、返信ハガキに参加人数

等を記入し、等を記入し、協会まで協会までご返送ください。申込み締切はご返送ください。申込み締切は医科は医科は5月115月11

日（月）、歯日（月）、歯科は科は5月7日（木）必着です。5月7日（木）必着です。

研究会当日は、往信部（＝受講票）をお持ちください。。

医
科

歯
科

注意！テキストの貸出はございません。テキスト

をお忘れの場合はご購入（医科4,000円、歯科3,000

円＊予定価格）となりますので、ご注意ください。

SAMPLE

第一次新点数研究会で使用する『点数表改定の第一次新点数研究会で使用する『点数表改定の

ポイント』ではありません。ご注意ください。ポイント』ではありません。ご注意ください。

5月5月のの新点数研究会新点数研究会のの
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神奈川県保険医協会　2026年3月作成

窓口負担に関する院内ポスター窓口負担に関する院内ポスター

　2026年度診療報酬改定にあたり、協会では窓口負担に関する患者向けのポスターを作成いたしました。下記のポスター

はA4サイズに合わせておりますので、線に沿って切り抜いた上でご使用ください。

　なお、同ポスターは協会ホームページ「いい医療ドットコム」の「会員ページ」からもダウンロードが可能です。

　　 お問合せ ℡ 045‐313‐2111

ぜひご活用ください
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2020

改定
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